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省エネ・工場メンテナンス月間情報誌

湘エネたいむず

湘南から発信する 省エネ･メンテに関連した
問い合わせしたいと、むずむずする情報誌

 急に梅雨が明けて工場内の暑さに困っている…

 少ない経費でできるすぐにできる暑さ対策がやりたい…

 いろいろ試したけど効果はいまいち。失敗しない方法が知りたい

！

建物の改修や設備更新を予定している企業様にとって見過ごせない法改正が

２０２６年1月1日より施行されています。

建築物を対象にこれまで段階的に義務化が進められてきたアスベスト事前調査が、

今回の改正で《工作物》の解体等の作業についても有資格者による事前調査が義務化

されました。無資格者による石綿事前調査は法令違反になるので注意が必要です。

その工事大丈夫ですか！？

アスベスト事前調査対象拡大

裏面では主な工作物の具体例を紹介致します！

2026年1月１日～義務化スタート！

既存の下記工作物の工事を行いますか？

□反応槽

□加熱炉

□ボイラー及び圧力容器

□配管設備

□焼却設備

□貯蔵設備

□発電設備

□変電設備

□配電設備

□送電設備

既存の下記工作物の工事を行いますか？

□煙突

□トンネルの天井板

□プラットホームの上家

□遮音壁

□軽量盛土保護パネル

□その他の工作物で塗料の剥離、モルタル、

コンクリート補修剤（シーリング材、パテ、

接着剤等）の除去等の作業YES

NO

工作物石綿事前調査者資格が

必要必要です

・工作物石綿事前調査者

・一般/特定建築物石綿含有建材調査者

・令和５年９月までに日本アスベスト

調査診断協会に登録されたもの

のいずれかの資格が

工作物石綿

事前調査者

資格は

必要
不要

NOYES



□ 事前調査に興味がある

□ 対象設備について相談したい

◆◇◆ お客様お問い合わせ記入欄 ◆◇◆
今回の記事内容に関しまして、ご質問・ご不明な点などございましたら
下記ご記入の上、ＦＡＸして頂くか、電話にてお問い合わせ下さい。

お名前                                                       

貴社名                                                       

ご住所  〒                                                   

電話番号                                                     

〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市 南湖５－１６－１７

丸越のHPはコチラ ⇒ https://www.kk-marukoshi.com/

TEL:0467-87-1551 担当：中戸川（ナカトガワ）

FAX:0467-85-2153

丸越では工作物石綿事前調査も承ります！

お電話かFAXで
ご相談ください！

当社では、工場エア配管の
バルブや継手部の漏れ量を
検知することができる特殊
なセンサを使用してお客様
の工場内を巡回し、エア漏
れ箇所を特定するサービス
を行っています。エア漏れ
による損失金額が見える化
ができます。詳細について
はお問い合わせください。

丸越のオリジナルブラ

ンド。高性能な油･水の

吸収シートで、浮上油

の回収、床の油･水の吸

収に役立ちます。

安価なのに、吸収力は

抜群。まずは“お試し”

からお使いいただくこ

ともできます！

油･水の吸収と吸着に活用！
油吸収シート

エア漏れの
見える化サービス

主な工作物（対象設備）の具体例

反応槽
化学プラントなどで使用される反応槽は、高温環境に対応するため保温材や耐熱材が施工されて
いることがあります。マンホール周辺のガスケット、フランジ部のパッキン、保温カバー内側
など、外観から見えにくい部位の確認が必須です。

発電設備
発電所関連の設備は規模が大きく、ボイラー、タービン周辺、配管ライン、断熱・耐火措置など
対象範囲が広がりやすいのが特徴です。部分更新でも関連設備に波及する可能性があるため、工
事範囲を正確に把握し、調査漏れを防ぐ体制づくりが求められます。

配管設備（高圧配管・下水管含む）
配管設備は工作物調査で特に重要度が高い分野です。配管の保温材、エルボやバルブ周辺の被覆
材、フランジ部のガスケットなど、石綿含有材が使用されている可能性があります。高圧配管で
は断熱・保温のための施工が厚くなる傾向があり、下水管等でも旧来の材料が残っているケース
があるため注意が必要です。

貯蔵設備
タンク類や貯蔵設備では、本体の保温材だけでなく、付帯する配管ライン・弁・計装機器周辺の
部材が対象となる場合があります。断熱材の撤去や補修を伴う工事は飛散リスクが高く工事計画
前の確認が不可欠です。

この設備は対象なのか？そんな疑問からお気軽にお問合せ下さい。
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